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１ 第２期生駒市まち・ひと・しごと創生総合戦略の取組状況評価について 

(1)第２期生駒市まち・ひと・しごと創生総合戦略について 

第２期生駒市まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「第２期総合戦略」という。）は、国が定

めた「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン・総合戦略（現在のデジタル田園都市国家構想総合戦

略）及び「生駒市人口ビジョン〈改訂版〉」を勘案し定めたもので、第６次総合計画を特出し・深

堀りした計画となっている。 

第２期総合戦略では、働き盛り世代をターゲットとし、下図に示すように、３つの「基本目標」

に示す将来像を展望して、「施策に対する基本的方向」（10 項目）を定め、取組の内容として「具

体的な施策」（20項目）を掲げている。 

基本目標 施策に対する基本的方向 具体的な施策 

 

１
子
育
て
し
や
す
い
ま
ち

1-1 経済面で出産をサポートすると
ともに出産･育児の不安を軽減する

1-1-1 出産に対する経済的支援

1-1-2 産前産後ケアの充実

1-2 子育て世帯の時間のゆとりをつ
くる

1-2-1 就学前保育の機能強化

1-2-2 学童保育の機能強化

1-3 子育て世帯にとって魅力的な教
育を行う

1-3-1 教育環境の充実

1-4 コミュニティ形成等を通して子
育て世帯の精神的なゆとりをつくる

1-4-1 子育て世帯を応援する情報提供の推進

1-4-2 子育て世帯の交流促進

1-4-3 地域で子育てを見守る体制の強化

1-5 子育て世帯が安心して生活でき
る地域をつくる

1-5-1 災害･犯罪等に対する安全性の向上

２

働
き
盛
り
世
代
が
希
望
の

仕
事
を
で
き
る
ま
ち

2-1 職場での多様な働き方を広げる 2-1-1 働き方をめぐる環境の変化に応じたワーク･ライ
フ･バランスの実現

2-2 家族の近くで希望する仕事に就
ける環境をつくる

2-2-1 産業の活性化

2-2-2 起業支援

2-3 今後需要の増加が見込まれる事
業分野における仕事や人材を育てる

2-3-1 子育て分野における就労の促進

2-3-2 介護・福祉分野における就労の促進

2-3-3 食に関する地域産業の創出

３

働
き
盛
り
世
代
が
住
み
た

い
ま
ち

3-1 働き盛り世代が移り住みたいま
ちをつくる

3-1-1 まちの魅力発信や交流の促進による交流人口の
拡大

3-1-2 多様な住まい方・暮らし方の推進による流入人
口の促進

3-2 働き盛り世代を中心に幅広い世
代が住み続けたいまちをつくる

3-2-1 多様な主体との協創による都市ブランド形成

3-2-2 協働イベントの開催による楽しく活力のあるま
ちの創出

3-2-3 文化芸術活動やスポーツ活動への参画機会の創
出によるまちへの愛着やシビックプライドの醸成

1



 

 

(2)第２期総合戦略策定にあたっての経緯と今後の進行管理について 

 第２期総合戦略の計画期間は、令和２年度か

ら令和６年度までの５年間である。 

 第２期総合戦略の進行管理については、計画

期間内において確実な成果を達成するため、行

政の執行部門と地域の事業関係主体とが、協働

によりＰＤＣＡサイクルを実践することが可

能となるよう、各担当部課が進捗状況を「生駒

市行政経営会議」（以下、「行政経営会議」と

いう。）に報告し、「生駒市まち・ひと・しご

と創生総合戦略会議」（以下「総合戦略会議」

という。）の意見を得ながら、行政経営会議に

おいて、計画の進捗状況を検証することになっ

ている。 

取組の評価は、毎年、前年度の取組状況につ

いて、総合戦略会議において評価や意見を聴取

し、行政経営会議において決定する。また、報

告書を議会に報告するとともに、市ホームペー

ジに公表する。 

 

R1

•第２期総合戦略策定
（R2.3月）

R2

•R1年度の取組状況
（第１期分）につい
て進行管理

•R2.11月 議会に報告

R3

•R2年度の取組状況に
ついて進行管理

•R3.10月 議会に報告

R4

•R3年度の取組状況に
ついて進行管理

•R4.11月 議会に報告

R5

•R4年度の取組状況に
ついて進行管理

•R5.7 議会に報告

R6

•R5年度の取組状況に
ついて進行管理

R7

•R6年度の取組状況に
ついて進行管理

計
画
期
間 

2



 

 

(3)各取組項目の評価方法について 

 進行管理を行うにあたって、令和５年５月１８日に総合戦略会議（全体会）において、

意見を聴取し、令和５年７月開催の行政経営会議において、市としての評価を行った。 

 

第２期総合戦略に掲げられた取組項目に対する取組状況や、取組状況に

ついての課題等を進行管理検証シートにまとめ、重要業績評価指標（Ｋ

ＰＩ）を中心に進捗状況を各参加者から評価や意見を聴取する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

総合戦略会議において聴取した評価や意見を参考に、評価を行う。 

評価結果をとりまとめ、進行管理検証報告書として市ホームページ等に

おいて公表する。 

また、評価結果や社会経済情勢等の変化を踏まえ、必要に応じて取組内

容の見直しを行い、重要業績評価指標（ＫＰＩ）の達成を目標にしつつ、

最終的には第２期総合戦略に掲げる３つの基本目標達成を目指す。 

総合戦略会議 

による意見 

行政経営会議 

による評価 

評価結果の 

公表・反映 

[評価基準] 

Ａ:高い成果が得られた Ｂ:予定どおりの成果が得られた 

Ｃ:一定の成果が得られた Ｄ:やや不十分な成果にとどまった 

Ｅ:成果は不十分もしくは見られなかった 

[評価基準] 

Ａ:高い成果が得られた   Ｂ:予定どおりの成果が得られた 

Ｃ:一定の成果が得られた Ｄ:やや不十分な成果にとどまった 

Ｅ:成果は不十分もしくは見られなかった 
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２ 令和４年度取組状況検証結果 総括 

(1)評価結果の総括 

 各具体的施策をＡ～Ｅ評価した結果は、下記のとおりとなっている。 

 

評価基準 件数 割合（％） 

Ａ:高い成果が得られた  0  0.0 

Ｂ:予定どおりの成果が得られた  16 80.0 

Ｃ:一定の成果が得られた  4 20.0 

Ｄ:やや不十分な成果にとどまった  0  0.0 

Ｅ:成果は不十分もしくは見られなかった  0  0.0 

 20 100.0 

 

 すべての分野において「Ｃ:一定の成果が得られた」という基準以上の評価がなされ、

全体的に取組の成果が得られたと言える。また、「Ｂ:予定どおりの成果が得られた」と

いう評価は、昨年より 8 分野増加している。コロナ禍における取組も一定評価された。 

 

①  「基本目標１ 子育てしやすいまち」の取組状況評価結果 

評価基準 件数 割合（％） 

Ａ:高い成果が得られた  0   0.0 

Ｂ:予定どおりの成果が得られた  6   66.7 

Ｃ:一定の成果が得られた  3   33.3 

Ｄ:やや不十分な成果にとどまった  0   0.0 

Ｅ:成果は不十分もしくは見られなかった  0   0.0 

  9 100.0 

 

 全ての項目で「Ｃ：一定の成果が得られた」以上となっている。「1-2-1 就学前保育の

機能強化」においては、小規模保育園の公募やマタニティコンシェルジュのサポートなど

の取組の結果、令和 5 年 4 月 1 日時点の実質待機児童数を 0 人にすることができた。ま

た、「1-4-1 子育て世帯を応援する情報提供の推進」では、情報発信ツールを増やし、

Twitter 等の発信回数を増加させたことで、子育て層にスピード感をもって情報を届ける

ことができた。 
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②「基本目標２ 働き盛り世代が希望の仕事をできるまち」の取組状況評価結果 

評価基準 件数 割合（％） 

Ａ:高い成果が得られた  0   0.0 

Ｂ:予定どおりの成果が得られた  5  83.3 

Ｃ:一定の成果が得られた  1  16.7 

Ｄ:やや不十分な成果にとどまった  0   0.0 

Ｅ:成果は不十分もしくは見られなかった  0   0.0 

  6 100.0 

 

 6 項目全てが「Ｃ：一定の成果が得られた」以上となっている。「2-2-1 産業の活性化」

については、アウトカム指標である「立地企業の新規雇用者数」が順調に増加しており、

生駒市内で働く環境が整ってきている。また、「2-2-2 起業支援」については、アウトカ

ム指標として設定している「イコマドにおけるインキュベーション、コワーキング利用件

数」や「奈良県よろず支援拠点における起業に関する相談件数」が高水準で推移しており、

コロナ禍における多様な働き方を推進することができた。 

 

③「基本目標３ 働き盛り世代が住みたいまち」の取組状況評価結果 

評価基準 件数 割合（％） 

Ａ:高い成果が得られた  0   0.0 

Ｂ:予定どおりの成果が得られた  5  100.0 

Ｃ:一定の成果が得られた  0   0.0 

Ｄ:やや不十分な成果にとどまった  0   0.0 

Ｅ:成果は不十分もしくは見られなかった  0   0.0 

  5 100.0 

 

 ５項目全てが「Ｂ:予定どおりの成果が得られた」以上となっている。コロナ禍において、

イベント等の開催が制限される厳しい状況であったが、情報発信に注力し市内外に PR を

継続したことで、働き盛り世代の純移動数が目標値を上回った。また、良質な住宅ストッ

クを有する本市の特徴を活かし、空き家流通促進プラットホームの取組を進めるなどした

ことで「3-1-2 多様な住まい方・暮らし方の推進による流入人口の促進」におけるアウト

カム指標「流通促進奨励金及びプラットホーム成約による市外から空き家への転入世帯数」

が増加するなど、効果的に取組を進めることができた。 
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(2)地方創生推進交付金ＫＰＩ一覧 

１００の複合型コミュニティづくりを核とした“自分らしく輝けるステージ・生駒”

推進事業 

期間（R3-R5） 
ＫＰＩ 

目標値 実績値 

Ｒ４ Ｒ４ 

ＫＰＩ① 

働き盛り世代(25～44 歳)の純移動数(対前年比) +30 人 -11 人 

働き盛り世代(25～44 歳)の純移動数 -26 人 +99 人 

ＫＰＩ② 本事業を通じた関係人口数 120 人 311 人 

ＫＰＩ③ 
コミュニティビジネス開業支援における新規開業

件数 
5 件 1 件 

ＫＰＩ④ 本事業を通じた担い手育成事業の参加者数 30 人 72 人 
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令和４年度 

施策の進捗状況検証結果 

個票 
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１ 生駒市まち・ひと・しごと創生総合戦略会議要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、第２期生駒市まち・ひと・しごと創生総合戦略［令和２年（２０２

０）年度－令和６（２０２４）年度］（以下「第２期総合戦略」という｡)第１章の推進

体制として掲げる生駒市まち・ひと・しごと創生総合戦略会議（以下「戦略会議」とい

う｡)に関し必要な事項を定めるものとする。 

（戦略会議の開催） 

第２条 戦略会議は、総合戦略の進捗状況の検証を客観的に行う必要から、外部有識者等

の意見を聴くために開催するものとする。 

（参加者） 

第３条 市長は、第２期総合戦略を策定するに当たり開催した生駒市まち・ひと・しごと

創生総合戦略会議開催要綱（令和元年８月１６日施行）による生駒市まち・ひと・しご

と創生総合戦略会議の参加者のうちから戦略会議への参加を求めるものとする。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に戦略会議への参加

を求めることができる。 

３ 前２項に定めるもののほか、市長は、戦略会議の座長として学識経験のある者の参加

を求めるものとする。 

４ 市長は、原則として、同一の者に継続して戦略会議への参加を求めるものとする。 

（運営） 

第４条 座長は、戦略会議を進行するものとする。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、関係者に戦略会議への出席を求め、その意見若

しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

３ 市長は、必要があると認めるときは、戦略会議を部会に分けて開催することができる。 

（開催期間） 

第５条 戦略会議の開催期間は、第２期総合戦略の進捗状況の検証が終了する時までとす

る。 

（庶務） 

第６条 戦略会議の庶務は、総合戦略を総括する課において処理する。 

（施行の細目） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和３年１月２５日から施行する。 
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２ 生駒市まち・ひと・しごと創生総合戦略会議 参加者名簿 

 

選出区分 氏名 所属母体・役職等 

アドバイザー 久
ヒサ

 隆浩
タカヒロ

 

近畿大学 総合社会学部 

教授 

産業界 大原
オオハラ

 曉
サトシ

 

生駒商工会議所 

専務理事 

地域金融機関 堀部
ホリベ

 泰 史
ヤスフミ

 
㈱南都銀行 生駒支店 

支店長 

政府系金融機関 三浦
ミウラ

 博
ヒロシ

 
㈱日本政策金融公庫 奈良支店 

支店長 

労働団体 浦
ウラ

久保
ク ボ

 幸
ユキ

浩
ヒロ

 
連合奈良 西和地域協議会 

議長 

メディア 鐵
テツ

東
トウ

 敦史
アツシ

 

㈱エヌ・アイ・プランニング 

代表取締役 

その他市長が必要と認める者 石川
イシカワ

 千明
チアキ

 

いこま育児ネット 

総代表 
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３ 生駒市まち・ひと・しごと創生総合戦略評価集約表 
 
[評価基準 ]A:高い成果が得られた B:予定どおりの成果が得られた C:一定の成果が得られた D:やや不十分な成果にとどまった E:成果は不十分もしくは見られなかった 

 

 

 

  

1-1 経済⾯で出産をサポートするとともに出産・育児の不安を軽減する

① 不育症治療費及び⼀般不妊治療費助
成

⼦どもを望む夫婦の出産に関する経済的な負担を軽減するため、不育症治療費や⼀般不
妊治療費に対する助成を⾏います。 福祉健康部 健康課

② ⺟⼦保健の充実

健やかな妊娠・出産を迎えるため、妊婦⼀般健康診査の費⽤助成を⾏います。
また、疾病の早期発⾒・治療、障がいの早期発⾒、育児⽀援等のため、乳幼児健康診
査・訪問指導・育児教室・⼦育て相談などを⾏います。 福祉健康部 健康課

① マタニティコンシェルジュの配置

妊娠・出産・育児に関する様々な不安解消のため、専⾨職であるマタニティコンシェルジュを
配置し、⺟⼦健康⼿帳交付時からの全妊婦との⾯接、ケアプランの作成、各種サービスの
案内など、妊産婦を細やかにサポートします。 福祉健康部 健康課

② 産後サポートの充実

産後の⼼⾝の安定と育児不安を解消するため、各種育児相談に応じるほか、産婦・新⽣
児や乳児訪問、家庭訪問を実施します。また、健康づくりリーダー等が、産婦や⼦育て中の
保護者の相談相⼿やサポート役になります。 福祉健康部 健康課

1-2　⼦育て世帯の時間のゆとりをつくる

① 保育所の整備

増加する保育需要に対応するため、従来から取り組んでいる保育所の整備や幼稚園のこど
も園化に加え、小規模保育事業や市内企業への働きかけによる企業主導型保育事業を推
進し、待機児童の多い地域を中⼼にその解消に取り組みます。 教育こども部 幼保こども園課

② 保育士の確保
増加する保育需要に対応し、入所児童の増加につなげるため、県と連携し、柔軟な働き方
や処遇改善を進めながら潜在保育士の雇⽤を促し、待機児童の解消に取り組みます。 教育こども部 幼保こども園課

③ 保育コンシェルジュの活⽤
増加する保育需要に対応し、入所児童の増加につなげるため、保育コンシェルジュを配置
し、保育の需要と供給のミスマッチを解消することで、待機児童の解消に取り組みます。 教育こども部 幼保こども園課

④ 就学前保育・教育サービスの充実

働き方が多様化することに伴う、就学前保育・教育サービスのニーズの多様化に対応するた
め、保育所における延⻑保育や⼀時預かり保育、休⽇保育、病児・病後児保育等を実施
するとともに、幼稚園における預かり保育を実施します。また、時代に応じた就学前保育・教
育ニーズの変化を把握し、さらなるサービスの充実に向けた検討を⾏います。

教育こども部 幼保こども園課

1-2-2
学童保育の機能強化 ① 学童保育の充実

増加する保育需要に従い増加する学童需要に対応するため、学童保育環境の改善を図る
とともに、柔軟な働き方や待遇改善を進めながら学童指導員の確保に取り組みます。また、
⺠間保育事業者における学童保育事業を推進します。 教育こども部 こども総務課 B

1-3　⼦育て世帯にとって魅⼒的な教育を⾏う

① ICTを活⽤した教育の推進

教員の指導⼒の育成を図るとともに、分かりやすい授業を実施し、児童⽣徒が主体的・協
働的に学習できる環境を整え、確かな学⼒を育成するために、ICT機器を積極的かつ効果
的に活⽤した授業を⾏います。また、小学⽣からのプログラミング教育の必修化に対応した取
組を進め、奈良先端科学技術⼤学院⼤学や奈良⼯業⾼等専⾨学校との連携を進めま
す。

教育こども部 教育指導課

② 英語教育の推進

小学校で英語の基礎的な⼒を⾝につけ、コミュニケーション能⼒の育成を図るため、小中９
年間を⾒通したカリキュラムを作成したうえでの外国語指導助⼿（ALT）の配置や、小学
校１年⽣から市独⾃の教材を使⽤する等、⼦どもの興味関⼼を引くよう⼯夫しながら、小学
校のすべての学年で英語教育に取り組みます。

教育こども部 教育指導課

③ 夢を与える講演会・学校創造推進事業

⾃分の夢に向かって⽣き⽣きと活動し、⾃己有⽤感を持って、将来、社会で活躍できる人
材の育成に努めていくため、市⺠や市出⾝者をはじめとする各界で活躍する方（⽂化人、ス
ポーツ関係者、事業者等）を招き、⼦どもたちが優先して参加できる、夢を与える講演会を
実施するなど、特色ある教育活動を実施します。また、⼦どもたちが、失敗を恐れず、新しい
チャレンジに挑戦できる機会を確保できるよう⽀援します。

教育こども部 教育指導課

1-4　コミュニティ形成等を通して⼦育て世帯の精神的なゆとりをつくる

1-4-1
⼦育て世帯を応援する情報
提供の推進

① ⼦育て世帯向けの多様な情報発信

⼦育て世帯が⼦育てに関する情報を容易に取得できるよう、妊娠・出産・⼦育てに関する
知識やスキルを修得するための機会や情報を提供する講座を開催するとともに、乳幼児の予
防接種や定期健診等のスケジュールなどの情報を、電⼦版親⼦⼿帳やオープンデータを活⽤
した多様なツールを利⽤して発信していきます。

教育こども部
福祉健康部
地域活⼒創⽣部
市⻑公室

⼦育て⽀援総合センター
健康課
デジタル推進課
広報広聴課

B

1-4-2
⼦育て世帯の交流促進 ① ⼦育て世帯同士の学び・交流⽀援

⼦育て世帯の孤⽴化を防ぐため、⼦育て⽀援総合センターを中⼼とした⼦育て相談や育児
教室の開催、幼稚園・保育所で未就学児や保護者が遊び集える場を提供する⼦育て広
場など、⼦育て世帯同士の学び・交流の機会を充実し、⼦育てを⽀え合う取組や活動を⽀
援します。また、地域と連携し、地域内で⼦育て世帯が交流できる場を設けます。

教育こども部 ⼦育て⽀援総合センター
幼保こども園課 C

① 地域・⾏政・周囲のひとによる⼦育ての
⾒守り強化

⼦育て世帯の孤⽴化を防ぎ、⼦どもたちが安⼼して成⻑できるよう、乳幼児を持つ家庭への
訪問による⾒守り、相談等を実施し、虐待等の未然防⽌に努めるとともに、家庭、保育機
関、学校、地域等が連携して⼦どもの人権や安全を守る意識を育てます。

教育こども部
福祉健康部

⼦育て⽀援総合センター
健康課

② ファミリー・サポート事業の利⽤促進
ファミリー・サポート事業の会員登録を進め、地域における育児の相互援助活動を推進し、
地域全体で⼦どもたちの成⻑を⾒守り、⼦育て世帯の孤⽴化防⽌につなげます。 教育こども部 ⼦育て⽀援総合センター

1-5　⼦育て世帯が安⼼して⽣活できる地域をつくる

① 指定避難所への防災備蓄
災害時における住⺠の防災⼒を強化し、⾃主防災活動を活性化するため、災害⽤備蓄倉
庫を備えていない指定避難所における資機材整備を進めます。 総務部 防災安全課

② ⾃主防災会の活動⽀援・促進

⾃主防災活動を活性化するため、⾃主防災会が⾃らの地域に根ざした防災訓練を実施
し、⾃主防災組織間のつながりや協⼒体制の強化を促します。学校区単位での防災訓練
の実施、企業や市⺠団体と連携した活動を⾏うことで地域の防災⼒を強化します。 総務部 防災安全課

③ ⾃主防犯活動の⽀援・促進

犯罪の起こりにくい明るいまちを築いていくため、地域の安全は地域で守るという⾃主防犯意
識の⾼揚や地域によるパトロール等の防犯活動など、地域による⾃主防犯活動を⽀援しま
す。 総務部 防災安全課

④ 通学路等安全対策

⼦どもを交通事故や犯罪から守るため、「⽣駒市通学路交通安全プログラム」及び国の「登
下校防犯プラン」に基づき、関係機関と連携して、各小学校の通学路や未就学児が⽇常
的に集団で移動する経路等の合同点検を実施し、安全に安⼼して通学等ができる環境整
備を進めます。また、市⺠の協⼒による「⼦ども１１０番の家」の設置を推進し、⼦どもが犯
罪に巻き込まれないよう地域で⼦どもを守ります。

教育こども部
総務部
建設部
福祉健康部

教育総務課
幼保こども園課
防災安全課
管理課
事業計画課
土木課
障がい福祉課

B

B1-1-2
産前産後ケアの充実

C

担当課 評価

1-1-1
出産に対する経済的⽀援

B1-2-1
就学前保育の機能強化

1-3-1
教育環境の充実 C

1-4-3
地域で⼦育てを⾒守る体制
の強化

B

基本
目標

基本的
方向 施策 具体的な取組 担当部施策内容

1-5-1
災害・犯罪等に対する安全
性の向上
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２ 働き盛り世代が希望の仕事をできるまち
2-1　職場での多様な働き方を広げる

① ワーク･ライフ･バランスの普及啓発

仕事と家庭の両⽴を促進するため、⽣駒商⼯会議所との連携による市⺠や事業者へのワー
ク･ライフ･バランスについての意識啓発や、市役所や市内事業所を対象に、育児休業等の
取得促進、ワーク･ライフ･バランス先進企業等の取組の紹介など、⼦育てしながら就業しや
すい環境づくりを⽀援します。

市⺠部 男⼥共同参画プラザ

② テレワーク等の推進

ワーク･ライフ･バランスの実現や⼦育て世帯の⼥性の就業機会を拡⼤するとともに、働き盛り
世代の市内就労を促進するため、テレワークの導入⽀援やサテライトオフィスの誘致等テレ
ワークの普及促進に取り組みます。 地域活⼒創⽣部 商⼯観光課

③ ⼥性の活躍推進

男⼥がそれぞれ、個性や能⼒を発揮した⽣きがいのある人⽣を送れるよう、事業者と連携
し、家庭や職場、地域社会等における⼥性の活躍促進に取り組み、それぞれが⾃分の能⼒
や個性を輝かせ、⾃分らしく⽣きることができる社会を目指します。また、市役所においても、
⼥性管理職の積極的な登⽤や附属機関等への⼥性委員の参加促進に取り組みます。

市⺠部
市⻑公室

男⼥共同参画プラザ
人事課

④ 就業意欲がある人の⽀援

市内企業の安定的な経済活動を⽀援するとともに、就業意欲のある人を応援し、多様な人
材の雇⽤確保に取り組むため、ハローワーク等と連携して、市内の就職情報を提供できる環
境整備や情報の提供・周知を⾏うこと等により、⼦育て中の⼥性やスキルを持った⾼齢者な
ど多様な人材への就業⽀援を⾏います。

地域活⼒創⽣部 商⼯観光課

2-2　家族の近くで希望する仕事に就ける環境をつくる

① 企業⽴地の推進

市内で雇⽤を⽣み出し、地域経済循環を活性化させるため、県担当課と連携した⼯業団
地周辺の基盤整備や補助、⽀援制度の展開など、魅⼒ある操業環境を整え、企業や研究
施設の⽴地に取り組みます。 地域活⼒創⽣部 商⼯観光課

② 既存企業への⽀援

これまで地域を⽀えてきた既存企業の安定的な経済活動を維持・拡⼤するため、⽣駒商⼯
会議所と連携して、既存企業の経営の安定化や販路の拡⼤を⽀援し、安定した雇⽤確保
に取り組みます。 地域活⼒創⽣部 商⼯観光課

① 起業希望者・起業者間のマッチング及び
起業マインドの醸成

起業希望者によるビジネスの⽴ち上げを⽀援するため、起業希望者・起業者間のマッチング
や事業活動の⽴ち上げを⽀援する起業⽀援者との交流会を開催します。また、早い段階か
ら起業など多様な働き方に対する意識を醸成するため、様々なスキルを有する市⺠や団体、
企業と協働し、⼦どもたちの⽣き抜く⼒の育成や未来を描くことができるセミナー等を開催しま
す。

地域活⼒創⽣部
⽣涯学習部

商⼯観光課
⽣涯学習課

② 起業者を育成⽀援する体制づくり及び
情報発信

起業希望者や起業間もない人を⽀援するため、ベルテラスいこまのイベントや起業⽀援スペー
スから芽⽣えた起業意欲のある方に対し、店舗経営のノウハウの継承・指導やチャレンジする
機会を設けるなど包括的な起業者の育成⽀援を実施します。また、そうした⽀援を効果的に
⾏うための情報発信や起業⽀援セミナーの開催などを⾏います。

地域活⼒創⽣部 商⼯観光課

2-3　今後需要の増加が⾒込まれる事業分野における仕事や人材を育てる
2-3-1
⼦育て分野における就労の
促進

① 保育士の確保【再掲】
増加する保育需要に対応し、入所児童の増加につなげるため、県と連携し、柔軟な働き方
や処遇改善を進めながら潜在保育士の雇⽤を促します。 教育こども部 幼保こども園課 C

2-3-2
介護分野における就労の促
進

① 介護関係資格取得費の⽀援
市内の介護施設等で働く介護人材等の不⾜を解消するため、資格の取得等にかかる費⽤
の⽀援等を⾏うことで地域人材を活⽤し、介護人材不⾜の解消につなげます。 福祉健康部 介護保険課 B

① プロ農業者の確保と育成

農業の活性化と農業者の営農意欲を向上させ、プロ農業者を育成するため、農地の積極
的な斡旋、農地情報の提供、営農相談、設備投資⽀援等による新規就農者や既存農業
者への⽀援を拡充することにより、地域農業の振興に努めます。また、農業に関するノウハウ
を共有するため、⺠間事業者や⼤学等と協議を進めます。

地域活⼒創⽣部 農業委員会事務局
農林課

② 農作物の販売⽀援

農業者の収入を増やし、営農意欲を向上させるため、小商い農業の推進や地場野菜等の
流通促進、学校給⾷⽤⾷材の利⽤拡⼤、農作物のブランド化、６次産業化の促進などに
取り組み、プロ農業者だけでなく小商い農業者の販売促進につなげます。 地域活⼒創⽣部 農林課

2-3-3
⾷に関する地域産業の創出

B

2-2-2
起業⽀援 B

2-2-1
産業の活性化

B

B

施策内容

2-1-1
働き方をめぐる環境の変化に
応じたワーク･ライフ･バランス
の実現

担当課 評価基本
目標

基本的
方向 施策 具体的な取組 担当部
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３ 働き盛り世代が住みたいまち
3-1　働き盛り世代が移り住みたいまちをつくる

① いこまの魅⼒創造事業

市のイメージを向上させ、市外に住む働き盛り世代からの興味関⼼を喚起するため、シティプ
ロモーションサイト「good cycle ikoma」や市公式フェイスブックの運⽤、各種広告などによ
り、多様な暮らし方や多様な住まい方が可能なまちであることや市の魅⼒を市⺠協働で発信
します。また、魅⼒体感イベント「IKOMA SUN FESTA」をはじめとした各種事業により、将
来住⺠になる可能性のある方々に対して⽣駒暮らしの魅⼒を伝えます。

市⻑公室
地域活⼒創⽣部

広報広聴課
商⼯観光課

② 観光・交流の促進

観光関連事業者等と連携して、⺠間のノウハウや知識を活⽤しながら、観光客受け入れの
ために必要なサインの整備や観光客向け体験型コンテンツの企画を⾏うとともに、SNS等を
活⽤して国内外に観光情報を発信して魅⼒のPR等に努めます。事業者等がこれらの活動
を主体的に取り組むことができるよう⽀援することにより、市内を訪れる観光客数や交流人⼝
の増加を目指します。

地域活⼒創⽣部 観光振興室

① 空き家の流通促進と住宅のリノベーショ
ンの推進

多様な住まい方・暮らし方への受容と理解を図りながら、空き家の流通を促進し、良好な中
古住宅の活⽤を推進するため、空き家流通施策やリノベーション事例の発信を広く効果的に
展開します。また、事業者と⼀体となって、近居・住み替えニーズの掘り起こしと魅⼒的な賃
貸住宅の供給策を検討するなど、本市にふさわしい土地利⽤のあり方を考えます。

都市整備部 住宅政策室
都市計画課

② 移住⽀援⾦の交付

県が中⼼となり国の認定を受けた地域再⽣計画に基づく施策として、人⼝の東京⼀極集
中を是正し、地方へのUIJターンを促すため、東京23区在住者又は23区への通勤者が本
市に移住し、県内の対象法人に就業、又は起業した場合、移住⽀援⾦を交付します。 地域活⼒創⽣部 商⼯観光課

③ 既存住宅の診断や改修に対する⽀援に
よる流通促進

耐震改修やリフォーム、バリアフリー化に関する相談窓⼝等を設置するとともに、耐震化に対す
る⽀援を⾏うことにより、既存住宅の流通を促進します。 都市整備部 住宅政策室

建築課

3-2　働き盛り世代を中⼼に幅広い世代が住み続けたいまちをつくる

① いこまの魅⼒創造事業

市⺠PRチーム「いこまち宣伝部」やシティプロモーションサイト「good cycle ikoma」の運
⽤、魅⼒体感イベント「IKOMA SUN FESTA」の実施をはじめ、庁内外の連携によって⽣
駒の人・モノ・コトと出会い、このまちに暮らす喜びを感じられる場、多様な人と人の関係性が
育まれる場をつくります。また、新しい暮らし方をする人や能動的にまちで活動する人の活動の
サポートや、継続的な発信によって、⼀過性のプロモーションではなく、⽣駒らしい都市イメー
ジを形成し、暮らし続けたいと思う人の増加を目指します。

市⻑公室
地域活⼒創⽣部

広報広聴課
商⼯観光課
市⺠活動推進センター

② 地域特性に応じたまちづくり（ミライ会
議）

暮らしを共にする人たちが、⾃ら住む地域の将来課題を知り、永く楽しく暮らすために必要な
取組は何かを考え、実現を目指すためのきっかけの場（ミライ会議）をつくり、地域住⺠によ
る地域主体のまちづくりを目指します。

都市整備部
地域活⼒創⽣部

都市計画課
住宅政策室
地域コミュニティ推進課

③ ICTや⺠間活⼒を活かしたまちづくり

人⼝構造の変化に伴う多様な地域課題に対応するため、Society5.0の実現に向けてICT
やデータの活⽤を進めるとともに、⺠間のノウハウや知識の導入をはじめ、地域課題解決ワー
クショップを開催するなど、多様な主体との協創連携を進めます。そうすることで、公共サービス
の価値を⾼め、まちの魅⼒向上を目指します。

地域活⼒創⽣部 デジタル推進課
ＳＤＧｓ推進課

3-2-2
協働イベントの開催による楽
しく活⼒のあるまちの創出

① イコマニア・イベントの実施

市⺠⽣活に活⼒を⽣み出し、イベントを通じて人的ネットワークを拡⼤し地域⼒を向上させ
るため、市⺠・団体との協働で⾏われる楽しい公共・公益イベントを「イコマニア・イベント」とし
て認定し、情報発信することで、楽しく活⼒のあるまちづくりを実現します。 地域活⼒創⽣部 地域コミュニティ推進課 B

3-2-3
⽂化芸術活動やスポーツ活
動への参画機会の創出によ
るまちへの愛着やシビックプラ
イドの醸成

① ⽂化芸術活動・地域スポーツへの参画
機会の創出

小学校のブラスバンドや中学校の吹奏楽をはじめ、本市は音楽活動が非常に盛んであること
から、地域の音楽活動を更に広げるため、市⺠⾃らが企画・提案し創り上げる音楽会や、⼦
育て世帯が親⼦で参加できる音楽会を開催するなど、⼦育て世帯をはじめとした⽂化芸術
活動への参加を促進します。また、働き盛り世代や⼦どもをはじめ誰もが⾝近にスポーツを楽
しめるよう、地域スポーツの中⼼的な存在として活躍が期待されている総合型地域スポーツク
ラブと連携して、個々のライフスタイルに応じた、スポーツを楽しめる場を創ります。さらに、市体
育施設指定管理者等と連携し、市内スポーツ施設を活⽤したトップアスリートと触れ合えるス
ポーツイベントを積極的に開催します。

⽣涯学習部 ⽣涯学習課
スポーツ振興課 B

3-2-1
多様な主体との協創による
都市ブランド形成

3-1-1
まちの魅⼒発信や観光・交
流の促進による交流人⼝の
拡⼤

担当部 担当課

B

B

評価

B

3-1-2
多様な住まい方･暮らし方の
推進による流入人⼝の促進

基本
目標

基本的
方向 施策 具体的な取組 施策内容
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